
令和 2年 1月 30 日 

九州地方整備局 

菊池川河川事務所 

第 1回菊池川水系既存ダム洪水調節機能強化に係る協議会 

議事次第 

1. あいさつ  

2. 議事： 

① 既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針について 

② 規約について 

③ 検討スケジュールについて 

④ 治水協定の概要 

⑤ その他 

次回以降の協議会の日程調整 



令和元年 台風19号の状況について

※本資料の一部は、「国土の長期展望専門委員会（第二回） 令和元年11月27日」の資料を一部抜粋
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※神奈川新聞社 2019年12月30日
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※NHK NEWS WEB 2020年1月6日
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近年の菊池川流域における
出水状況について
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氾濫危険水位 ３．１０ｍ

平成２４年７月１２日 6:20
ピーク水位 ４．９２ｍ

平成２４年７月 九州北部豪雨の概要

７月１１日～１４日にかけて、梅雨前線に向かって南から非常に湿った空気が流れ込み、九
州北部を中心に大雨となり、菊池川流域では７月１２日１時から７時にかけて降雨が集中し、
合志川上流地域では時間雨量100mm近くの雨量を観測した。合志川の佐野水位観測所に
おいて、７月１２日の６時２０分に観測史上第１位の水位（４．９２ｍ）を記録した。

◆菊池川水系合志川
平真城（ひらまき）観測所（国交省）：合志市
１時間雨量：９８mm（7月12日3：00～4：00）

観測史上１位
３時間雨量：２６３mm（7月12日2：00～5：00）

観測史上１位

◇佐野水位観測所の水位
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 菊池川水系既存ダム洪水調節機能強化に係る協議会規約

（名称）

第１条 本会は、菊池川水系既存ダム洪水調節機能強化に係る協議会（以下「協

議会」という。）と称する。  

（目的）

第２条 協議会は、「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」（令和

元年 12 月 12 日既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議）に基づき、
緊急時において菊池川水系の既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活

用できるよう、必要な事項について関係者が連携し協議することを目的とす

る。 

（協議事項）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事項を協議するものとする。

（１）治水協定の締結に関すること。 

（２）工程表の作成に関すること。 

（３）その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（組織）

第４条 協議会は、別表に掲げる河川管理者、ダム管理者及び関係利水者並びに

関係行政機関で構成するものとする。 

２ 協議会の会長は、九州地方整備局菊池川河川事務所副所長の職にある者を

もって充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を掌理するものとする。 

（事務局）

第５条 協議会の事務を行うため、事務局を菊池川河川事務所管理課に置く。 

（雑則）

第６条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定めるものとする。 

 附則  

この規約は、令和２年１月  日から施行する。
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別表

構成メンバー（案）

区分 所属名 役職名

河川管理者 菊池川河川事務所 副所長 （会長） 

管理課長

調査課長 

熊本県土木部 河川課長補佐

竜門ダム ダム管理者 菊池河川事務所 

竜門ダム管理支所

支所長

関係利水者 九州農政局農村振興部

熊本県農林水産部 

熊本県企業局 

福岡県企業局 

荒尾市企業局 

大牟田市企業局 

設計課長補佐

農村計画課長

総務経営課長

管理課長

局長兼総務課長

経営企画課長

関係機関 

 熊本地方気象台
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検討スケジュールについて 

1. 協議の場の開催 

第 1回 令和 2年 1月 

第 2回 令和 2年 3月 

第 3回 令和 2年 5月  

2. 対象ダムの構造条件等の確認等 

2 月～3月 

3. 治水協定の締結 

調整・確認 2月～3月 

締結  3 月 

4. 緊急時の連絡体制構築 

2 月～3月 

5. 事前放流実施演習（情報連絡共有訓練） 

4 月～5月 

6. 情報網の整備、ダムリアルタイムデータの「川の防災情報」への提供（シス

テム接続） 

河川管理者、ダム管理者との調整 2月～3月 

設計・整備     4 月～ 

7. 工程表の作成 

5 月までに作成 

8. 各ダムで操作規程変更、実施要領策定 

出水期までに策定 

資料４

当面の主な検討スケジュールは以下のとおり予定しています。 

なお、今後の調整によっては変更になる場合があります。 



未定稿

治水協定の概要

１．洪水調節機能強化の基本方針 （      は、基本方針より引用） 

＜治水協定の主な内容＞

○ 洪水調節機能強化の基本方針

水害発生が予想される際における洪水調節容量と洪水調節に利用可能な利水

容量（洪水調節可能容量）

時期ごとの貯水位運用の考え方

既存ダムの洪水調節機能強化のための方策として、事前放流を実施する

旨を記述。 

既存ダムについては別紙にて一覧表とし、各ダムの洪水調節容量、各ダ

ムの利水容量のうちの洪水調節に利用可能な容量（洪水調節可能容量）

を記述。 

既存ダムの利水容量から水利用への補給を行う可能性が低い期間があ

る場合に、その期間を通じて常に事前放流をした状態とすること（運用水

位の低下）について、個別に検討・実施する旨の記述。 

○ 事前放流の実施方針

事前放流の実施判断の条件（降雨量等）

事前放流の量（水位低下量）の考え方

気象情報の提供に関する事項、事前放流の実施に係る情報共有につい

ての記述 

※ この資料は、今後、締結する治水協定に記載が想定される事項を九州地方整備局として整

理し、現時点の概要として記述したものです。このため今後の精査等により変更や追記が

生じる場合があります。

資料５

- 1 -



事前放流の実施判断の条件として、台風の進路や降雨予測（大雨特別

警報の基準、治水計画で目標とする洪水と同規模の降雨等を想定）につ

いて記述 

水位低下の具体的な考え方について記述 

事前放流のルールの策定 

○ 緊急時の連絡体制

河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、洪水中に

も即時･直接に連絡を取れる体制の構築

○ 情報共有のあり方

河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、共有する

情報（降雨予測、ダムの水位･流入量・放流量、下流河川の水位、避難に係る発

令状況等）及びその共有方法

○ 事前放流等により深刻な水不足が生じないようにするための措置がある場合に

はその内容（水系内での弾力的な水の融通方法等）

○ 洪水調節機能の強化のための施設改良が必要な場合の対応

放流設備の放流能力が小さい場合に、施設改良をすることにより洪水調

節機能の強化が可能となる場合には、当該ダム管理者及び関係利水者

の理解を得た上で、河川管理者と当該ダム管理者及び関係利水者が協

力し、別途作成する工程表に則って必要な対応を進めていく旨を記述。 
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